
東海市告示第２６号 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のよ

うに認定する。 

 その関係図面は、告示の日から１箇月間東海市役所都市建設部土木課（４階）にお

いて一般の縦覧に供する。 

 

令和６年３月２９日 

 

東海市長 花 田 勝 重      

 

路 線 

番 号 

 

路 線 名 
起                  点 

終                  点 

重 要 な 

経 過 地 

０４－

６７４ 遠鐘４号線 東海市荒尾町遠鐘１番１２１地先から 

東海市荒尾町遠鐘１番６１地先まで 

 

０４－

６７５ 遠鐘５号線 東海市荒尾町遠鐘１番３８地先から 

東海市荒尾町遠鐘１番８０地先まで 

 

０４－

６７６ 遠鐘６号線 東海市荒尾町遠鐘１番５０地先から 

東海市荒尾町遠鐘１番５５地先まで 

 

０４－

６７７ 遠鐘７号線 東海市荒尾町遠鐘１番１０９地先から 

東海市荒尾町遠鐘１番８３地先まで 

 

０４－

６７８ 遠鐘８号線 東海市荒尾町遠鐘１番１０６地先から 

東海市荒尾町遠鐘１番１０６地先まで 

 

２０－

０９０ 遠鐘９号線 東海市荒尾町遠鐘１番８７地先から 

東海市荒尾町遠鐘１番８７地先まで 

 

 


